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中央西農業振興センター高知農業改良普及所

6 次産業化への支援 ～JA 高知市女性部 HACCP 勉強会開催～

6 月の完全義務化に向け衛生
管理の取り組み

2 月 1 日、JA 高知市女性部において｢味噌製造における HACCP の考

え方を取り入れた衛生管理｣の勉強会(21 名参加)を開催しました。

普及所からは、事前に作成したダイアフローグラム(工程管理表)

を元に、おろそかになりやすい作業のポイントや衛生管理計画の作

成、CCP 管理、製品チェック表活用について説明を行いました。参

加者からは、｢基本的な衛生管理について今一度見直すことができて

良かった。味噌加工の HACCP による管理の方法も理解できた。｣との

声があり HACCP の取り組みにつなげることができました。

普及所では 6 月の完全義務化に向けて今後も関係機関と連携し、

支援を行っていきます。

ユズの生産向上は剪定から ～土佐山柚子生産組合剪定研修会～

幼木の剪定実演

2 月 5 日に高知市土佐山柚子生産組合主催の剪定研修会が、組合

員・関係機関等 35 名が参加して、土佐山高川地区のほ場にて開催さ

れました。

普及所からは成木の剪定実演を行い、その後土佐山地域振興課柚

子専門営農指導員から幼木の剪定実演を行いました。生産者は、柚

子の木を囲みながら実際の剪定の状況を熱心に研修していました。

中には実際に剪定を行う篤農家もおり、参加者にアドバイスしなが

ら、活発な意見交換が行われました。

今後も普及所は時期ごとの柚子研修会を支援し、生産者の技術の

向上を図っていきます。

園長・校長先生が｢野菜づくり｣について学びました ～春野地区保幼小中連絡協議会～

普及指導員が春野町の

農産物の特徴を説明中

2 月 9 日、春野東小学校で春野町の保育園・幼稚園の園長や小中

学校の校長先生(春野地区保幼小中連絡協議会)に対して、｢春野町の

特徴的な農産物と野菜の育て方｣をテーマに、普及所が講演を行いま

した。野菜の育て方に関しては、土づくりや施肥、病害虫防除など、

また、ピーマンとサツマイモを事例として、具体的な栽培のポイン

トを説明しました。

講演後はほとんどの先生方が、とても参考になったと応えられ、

｢学校の菜園で実践していきたい。｣等の声も聴かれました。

普及所は、今後も県産農産物の PR や農業への理解を深めていただ

けるよう啓発活動等を継続していきます。



ワークショップで担い手確保課題の検討 ～土佐山の担い手確保検討委員会開催～

感染症にも配慮した検討会

これまで、高知市土佐山地区では、農業の担い手確保に地域ぐる

みで取り組んできましたが、十分な確保はできていません。そこで、

普及所は関係機関とも連携し、担い手確保対策を改めて検討するた

めの｢担い手確保検討委員会｣(農家代表 4 名、関係機関 5 名で構成)

を立ち上げ、1 月に第 1 回、2 月 12 日には第 2 回委員会を開催しま

した。

今回は、前回出された課題をもとに、担い手確保に向けたアイデ

アを出し優先順位をつけ、その後、取り組み案を作成した後の実践

についても意見交換されました。

今後普及所は、出された意見を踏まえ、具体策を委員で確認し、

生産者や関係機関と協力し実行に向け取り組んでいきます。

もうすぐ収穫が始まります ～新ショウガ現地検討会～

ハウス外で活発な意見交換

2 月 17 日、JA 高知市三里園芸部野菜部会で新ショウガの現地検討

会が開催され、生産者 10 名が参加しました。令和 3 園芸年度から生

産者が新たに 3 戸増えたことから、久しぶりの現地検討会の開催と

なりました。

普及所からは、ショウガに発生する病害について説明するととも

に、早期発見と対策を呼びかけました。生産者からは｢親イモ選別時

に気をつけることは何か｣など、早くも次作に向けた積極的な意見交

換がありました。

いよいよ 3 月 1 日から出荷場の受け込みが開始されます。今後も

生産者や JA などと連携し、新ショウガの生産安定に向け支援をして

いきます。

より良い農業に向けた取り組み ～JGAP 維持審査の実施～

農薬保管庫を確認している

現地審査の様子

2 月 22 日と 23 日に高知市春野地区でトマトを生産する 2 法人に

て、JGAP 維持審査が実施されました。

普及所は、前回の認証審査時に指摘があった内容の確認や、維持

審査で求められる書類作成の支援などを行いました。生産者からは

JGAP 取得後の変化について、｢整理整頓をするようになり、従業員

の意識が変わってきている｣と前向きな意見がありました。

次回審査は R3 年で、普及所では今後も継続して、食の安全・安心

を確保する GAP の取り組みを支援していきます。


